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第３章 現状と課題

第１節 自殺者の現状

１ 人口１０万人当たりの自殺死亡者数（自殺死亡率）及び自殺者数の推移

平成２６年から令和３年までの自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）の推移について、

国及び埼玉県の自殺死亡率は平成２１年から減少傾向にありましたが、令和２年のコロナ禍にお

いては、やや上昇しています。また、国と県で数値的に大きな差異は無い状況です。

一方、市の自殺死亡率は、平成３０年は一時的に前年を大きく上回りましたが、全体としては、概

ね国・県の死亡率を下回っています。自殺死亡率の推移については、平成３０年の増加以降は減

少傾向です。また、市の自殺者数の推移を見ると、最大値が平成３０年１６人（自殺死亡率１９.６：

人口 10 万人対）、最小値が平成２７年６人（自殺死亡率７.５：人口 10 万人対）、８年間の平均値

は１０.６人、８年間の総数は８５人となっています。

図２ 人口 10 万人当たりの自殺死亡者数（自殺死亡率）の推移（全国、埼玉県、和光市）

【（出典）自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府および厚生労働省）】
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２ 男女別の自殺者数の推移及び構成比

平成２６年から令和３年の８年間において、一貫して男性の自殺者数が女性の自殺者数を

上回っており、総数では男性６８人（８０．０％）、女性１７人（２０．０％）となっています。

図３ 和光市の男女別自殺者数の推移

【（出典）自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府および厚生労働省）】

また、市における平成２６年から令和３年の自殺による死亡者の性別構成割合は男性８０％、

女性２０％となっており、全国（男性６６．０％、女性３０．５％）、埼玉県（男性６４．７％、女性３１．

１％）と比べても男性比率が高くなっています。

図４ 自殺死亡者の性別構成比（全国、埼玉県、和光市比較）

【（出典）自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府および厚生労働省）】
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３ 「性別×年代別」の特徴

平成２６年から令和３年において、年代別の自殺者数をみると、４０代が２０人と最も多く、次いで

５０代の１６人、３０代の１３人となっています。３０代から５０代における自殺者数は４９人と、この世

代で全体の約半数を占めています。また、６０歳以降の高齢層も２１人と全体の約２５％となってお

り、３０歳以降の自殺者数が自殺者全体の約７５％を占める現状となっています。

年代別の傾向について、男女間で顕著な差はありませんが、この８年間の未成年の自殺者３名

はすべて男性でした。

図５ 和光市の「性別×年代別」自殺者数

【（出典）自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府および厚生労働省）】
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４ 「原因・動機」について

自殺に至る原因・動機はさまざまであり、また単独の原因ではなく複数の原因によることも多い

ため、一律の原因・動機の特定は困難ですが、平成２４年（２０１２年）から令和３年（２０２１）年ま

での、遺書等の自殺を裏付ける資料により推定される原因・動機についての厚生労働省集計資料

のうち、和光市のデータは以下のとおりです。

①計画策定前期間（平成２４年～平成２８年）、②新型コロナウイルス感染症前期間（平成２９

年～令和元年）、③新型コロナウイルス感染症後期間（令和２年～令和３年）の３期に分けて集計

を実施しました。

全体としては健康問題が多く、直近１０年間の自殺者１１０名のうち、合計７２名（６５．５％）が該

当します。健康問題の内訳は直近では公表がないため詳細不明ですが、前期計画書で公表して

いるデータでは、健康問題のうち４４％が精神疾患（うつ病以外）、３１％が精神疾患（うつ病）、２

４％が身体疾患ということが明らかとなっており、精神的健康に対する配慮・対策の重要性を示し

ています。また、新型コロナウイルス感染症後（アフターコロナ）期間では健康問題を理由とした自

殺者がさらに増加しています。

次に経済・生活問題が挙げられ、１０年間で合計１８名（１６．４％）が該当します。前期計画書デ

ータでは失業・生活苦・債務・就職の失敗等が主に含まれています。

続いて勤務問題があり、１０年間で合計９名（８．２％）が該当します。前期計画書データでは仕

事疲れ、職場の人間関係不調等が含まれます。

その他は家庭問題（２名）、男女問題（２名）、学校問題（１名）等がこれに続きます。

図６ 和光市における自殺の原因の内訳

【（出典）自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府および厚生労働省）】
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５ 自殺未遂歴について

自殺企図（自殺未遂）に至るリスクとして、過去の自殺企図の存在が医学的研究で示されてい

ます。市における自殺者のうち、過去の自殺未遂歴については以下のとおりです。

直近１０年間の自殺者１１０名のうち１９名（１７．３％）に自殺未遂歴が存在します。

全国では５３万５千人（１．２億人比０．４％）の自殺未遂者がいるとされます（日本財団調べ ２０

１６年）。すなわち、自殺未遂者は一般人口に対して、４０倍以上の自殺リスクを有していることを意

味します。また、データ上で「自殺未遂歴なし」と確認できている者は６０名（５４．５％）にすぎない

ことから、何度か自殺を試みた上で最終的に記載に至るパス（経路）が稀ではないこともわかりま

す。

さらに、新型コロナウイルス感染症後にあたる直近２年（令和２、３年）については、自殺者のうち

自殺未遂経験者の割合が２７．８％（１９名）と急上昇しており、近年、リスクのある者が企図に至っ

てしまいやすい状況にあることを示唆します。

以上のことから、市においても自殺未遂はそれ自体が将来の自殺企図の強いリスクであること

が明らかでした。

図７ 和光市における自殺者の自殺未遂歴の有無

【（出典）自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府および厚生労働省）】
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第２節 前期計画の実施状況（評価）と課題

前期計画では、以下の５つの事業を掲げました。

図８ 前期計画で掲げた事業の内容

【事業１】自殺のリスクを有する人を早期に発見・支援するための取組

≪領域① 経済・生活／仕事領域における生活困窮の課題≫
（１）失業の段階

１）失業により社会保険等から国民健康保険への切替時の発見支援
２）就労支援時の発見支援

（２）生活困窮に陥った段階
１）税金等の滞納時の発見支援
２）家計再建相談時における発見支援

≪領域② 健康領域における疾病・健康不安の課題≫
（１）健康不安に対する発見支援
（２）関係機関における発見支援

１）医療機関・薬局における発見支援
２）介護保険事業における発見支援

（３）ニーズ調査

≪領域③ 家庭領域における子育て・家庭内不和の課題≫
（１）母子健康手帳交付時における発見支援
（２）乳児家庭全戸訪問（通称：こんにちは赤ちゃん訪問）による発見支援
（３）乳幼児健診における発見支援
（４）ネウボラ事業における発見支援
（５）虐待・ＤＶケースにおける発見支援
（６）ひとり親家庭における発見支援 
（７）保育園・幼稚園における発見支援
（８）ひきこもりにおける発見支援

≪領域④ 学校等におけるいじめ・不登校・学業不振の課題≫
いじめ・不登校・学業不振等がある場合の発見支援

【事業２】把握したハイリスク者に対するケアマネジメントの実施

他制度・多職種によるケアマネジメント ケアプランの実行

【事業３】自殺予防のための取組

（１）不安・悩みに対する相談窓口の充実と周知
１）自殺予防リーフレット配布、市ホームページ/健康ガイド（全戸配布）への窓口案内掲載
２）子どもが直接相談できる機会の普及・啓発: チャイルドライン等

（２）自殺に対する理解の促進
１）学校を通した教育・指導 (教育委員会)
２）自殺予防週間（９月）・自殺対策強化月間（３月）での普及・啓発活動
３）市のホームページに自殺予防サイトを開設

【事業４】自殺未遂者の再度の自殺企図防止

（１）医療機関に搬送された自殺未遂者への介入、医療機関等との連絡調整
（２）自殺未遂者の家族や身近な人々への相談支援体制を構築

【事業５】自殺者の親族等に対する支援
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１ 計画どおりに実施することができた主な施策

【事業１】では、社会保険離脱時の取組（後述）を除いたその他の取組では、各課において自殺

リスクとなる課題を把握・支援を行いつつ、必要時関係課等と連携を図り事業を推進しました。

【事業２】では、自殺リスクとなりうる課題に対し、解決に向けた個別支援の取組は各課において

実施しました。しかし、ケアプランに基づく統合的な施策連携の場である「地域コミュニティケア会

議（ケア会議）」の開催ができませんでした（後述）。

【事業３】では、相談窓口の充実・周知として、市が発行する健康ガイドや市広報、ホームページ

等で相談窓口の案内を行うとともに、小中学生へは学校教育課を通じ、ＳＮＳ相談窓口や２４時間

相談可能な電話相談窓口の周知などを行いました。さらに、医師や臨床心理士による「こころの相

談」事業を拡大し、市民の相談ニーズに対応しました。

なお、【事業４】の自殺未遂者への対応や、【事業５】の自殺者親族への支援については、相談

があった場合、個々に対応するにとどまっています。

２ 計画的・効果的に実施することができなかった主な施策

前期計画では、自殺のリスク要因となりやすい生活上の課題に対して、「自助・互助・共助・公助」

の視点から支援施策を分類し、その施策ごとに「予防」と「発見」を進めることとし、その特徴的な

取組として「経済・生活／仕事領域における生活困窮の課題」からの自殺リスクの早期発見・支

援を掲げました。

また、地域包括ケアの機能化による自殺対策として、ケアマネジメントの実践を掲げ、リスク発生

の場面とリスクの程度（軽度・重度）に応じて多職種によるチームケアによる支援を目指しました。

市の地域包括ケアマネジメントは「予防の視点」を前提としているため、自殺対策においても、特

に生活困窮から自殺に至るケースに着目し、失業の段階から兆候発見の糸口をつかむことに主眼

を置きましたが、取組により十分な成果が挙げられたという評価には至りませんでした。

取組状況の検証により、それぞれにその要因を以下のとおり抽出しました。 

●【事業１】「自殺のリスクを有する人を早期に発見・支援するための取組」

失業により社会保険等から国民健康保険への切替時に、「相談者チェックシート」を用いて、生

活状況や今後の就労意向を確認し、さらに半年単位でモニタリングを行うことで生活困窮リスクを

把握する。

〇取組を実践することができなかった要因

(1) 組織や実施体制等の問題

・取組の主体が複数の課にわたり、実施に向けた調整が困難であったこと

・取り扱う情報が、所得情報等を含む生活状況や納税情報など非常にセンシティブな情報であ

ったことから取扱に慎重にならざるを得なかったこと

・「チェックシート」開発の困難性
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(2） 施策の重点・方向性の問題

・自殺に至る危機経路は生活困窮だけではないこと

・生活支援の場だけでは兆候の発見には限界があるのではないかという疑問

●【事業２】「把握したハイリスク者に対するケアマネジメントの実施」

自殺に至る可能性の高い経路（危機経路）に即して、自殺のリスクとなる生活上の課題を解決す

ることによって危機経路を絶ち、自殺を予防する仕組みとして、複合的な課題解決のために行う個

別支援を他制度・多職種によるケアマネジメント手法を用いて行い、地域コミュニティケア会議（ケ

ア会議）を中心とした地域包括ケアを効果的に機能させ自殺予防につなげる。

〇取組を実践することができなかった要因

(1) 組織や実施体制等の問題

・自殺対策に特化したケア会議が行われることはなく、個別のリスクに関する情報等について

は関係者による連絡と共有にとどまったこと

（注）従来のケア会議による個別課題の解決ができなかったわけではない

(2） 施策の重点・方向性の問題

・介護予防や健康づくり等と異なり、予防や兆候発見の取組が直接結果に結びつかないとい

う困難性があること（支援に対する評価も結果論とならざるを得ないこと）

・自殺の危機経路を絶つための取組の重心が、異なる生活課題（税滞納・生活保護・ⅮⅤ等）

の解決に移ってしまうこと

３ 評価を踏まえた施策の改善

自殺対策は他の保健福祉施策に比べて効果量の明確な施策を企画・立案することが困難であ

り、「できることをやる」という方針になる傾向がありますが、自殺者ゼロを目指す上では、根拠（エ

ビデンスとデータ）に基づいた、科学的・医学的視点による施策立案（エビデンス・ベースド・ポリシ

ー）が重要であると考えます。

前期計画の評価の結果、遂行でき、かつ、期待された効果が得られた施策については、本計画

においても取組を継続し更なる充実を図りますが、取組の状況や結果が不十分であった事業につ

いては、その継続是非も含めて、改善策を検討する必要があります。

また、自殺対策は、実際に困難を抱えた個人の悩みや課題に耳を傾けることから始まる「寄り添

い型」の支援といったミクロなものと、マス（不特定の人を対象とした集団）に対して適応可能なマ

クロなものとで成立しますが、特に後者についてはあまり着手できておらず、新たな手法を検討・開

発する余地が残されています。

以上のことから、自殺対策のフィールドを、前期計画での「生活支援の場」を中心とした対症療

法・ミクロ的なものへの対応と併せ、どのような要因が自殺のリスクを増加させてしまうのか、どの

ような施策には効果があると期待されるのかを予め検討した上で対策を講じる、医学的根拠に基
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づく「医学・医療の視点」による対策も同様に重視し、双方からアプローチする必要があります。

４ 医学的根拠に基づく再分類や問題の整理、新たな検討

前期計画での事業を、医学的根拠（データとエビデンス）に基づき、より重視すべき分野や、生活

支援のみならず、医学・医療の視点によるサポート、あるいは医療との連携が必要な領域について

検討していく必要があります。

前期計画の事業体系として掲げた「事業１ 自殺のリスクを有する人を早期に発見・支援するた

めの取組」では、４領域の施策として、①経済・生活/仕事領域における生活困窮の課題 ②健康

領域における疾病・健康不安の課題 ③家庭領域における子育て・家庭内不和の課題 ④学校等

におけるいじめ・不登校・学業不振の課題、を企画・立案しました。

これに加えて、ハイリスク者対策として「事業２ 把握したハイリスク者に対するケアマネジメント

の実施」、予防として「事業３ 自殺予防のための取組：（１）不安・悩みに対する相談窓口の充実

と周知（２）自殺に対する理解の促進」、自殺未遂者へ対策として「事業４ 自殺未遂者の再度の

自殺企図防止」、既遂者遺族等へのサポートとして「事業５ 自殺者の親族等に対する支援」を掲

げました。

本計画で目指す「医学・医療の視点」において、予防は「一次予防」「二次予防」「三次予防」に

分類されます。

一次予防は、不調に至る前に、不調に至る原因に対して対処（生活習慣の改善、健康教育、予

防接種など、未病の段階で実施する処置や指導）するなど、不調自体を予防することを意味します。

二次予防は、既に不調に至っている者を早期に発見・適切に対処し、その重症化を予防すること

です。具体的には、相談窓口を設置してハイリスク者を見つけ出し、適切に支援を行うことなどが

該当します。

三次予防は、何らかの障害を生じたり、発症してしまった際に、治療過程において保健指導やリ

ハビリテーションを行うことにより社会復帰を促したり、その後の再発を防止するなどの取組を言い

ます。

前期計画での「事業１ 自殺のリスクを有する人を早期に発見・支援するための取組」の４領域

と、「事業２ 把握したハイリスク者に対するケアマネジメントの実施」「事業３ 自殺予防のための

取組：（１）不安・悩みに対する相談窓口の充実と周知」は二次予防に該当し、「生活支援」と、必

要に応じ医療の支援へとつなげていく部分で構成しています。

また、「事業４ 自殺未遂者の再度の自殺企図防止」「事業５ 自殺者の親族等に対する支援」

は三次予防に該当します。

なお、「事業３ 自殺予防のための取組：（２）自殺に対する理解の促進」は、その内容が焦点化

されていないため分類が困難ですが、学校教育やいじめにおける「ＳＯＳ」の出し方、「こころの健

康」教育が含まれており、一次予防と二次予防の要素を一部含むものです。

このように医学・医療の視点から分類を行うと、一次予防である、不調や死にたい気持ちの発生
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自体を予防するという施策が、前期施策では不足していたことがわかり、新たな検討課題として見

出されました。
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第３節 新たな視点からの課題

前期計画で検討した内容に加え、新たな視点からの課題が出現しています。

１ 妊産婦のリスク状況

（１）妊娠届出時のリスク状況

妊産婦のリスク状況として、Ｅ ＰＤＳ（エジンバラ産後うつ病自己評価票: Edinburgh

Postnatal Depression Scale）を用いたリスク評価から、産後のメンタルヘルスのケアの必要性

が明らかとなっています。

令和２年、３年の母子手帳交付時によるアセスメントデータ結果から、和光市の妊娠届出件数は、

令和２年は６０８件、令和３年は７１６件となっています。そのうち、ハイリスクの件数は２４６件、２７７

件で、約４０％を占めている状況です。主な事由は表２のとおりであり、これら４つの項目で全体の

大部分を占めます。各機関との連携による集中的なケアや定期的な見守りが必要と考えられます。

表２ 妊娠届出時のリスク事由

（２）産後（こんにちは赤ちゃん訪問時等）のリスク状況

令和２年、３年のスリーシートの結果*（ネウボラ課より提供）を踏まえると、ＥＰＤＳでのリスク判定

が出ている割合は全体の１～２％と少なくなっています。しかし、判定が出ている方は何らか問題を

抱え、精神的・身体的に支援が必要な状態です。

「家庭問題で困っていること」がある母親も、令和２年は全回答者のうち２１．９％、令和３年は２２．

１％で存在しています。主な内容としては「育児に対する協力が得にくい」「不安定な収入」「親族

との付き合い方」が挙がっています。産前産後のリスク状況の結果を連携させながら、行政を含め

地域が実施している支援の周知や関係機関との情報共有を行うとともに、状況のヒアリング、確認

する場を引き続き設けていくことが重要と考えます。

*スリーシートとは、こんにちは赤ちゃん訪問時に実施する３つの質問票で、「育児支援チェックリスト」「産後の気

分に関する質問票（EPDS）」「赤ちゃんへの気持ち質問票」からなり、赤ちゃんとお母さんが安心して生活できる

サポートを行うことを目的に実施しています。

ハイリスクの事由 件数

支援者不足 145

身体的疾患 122

未婚 91

精神疾患 90

【（数値提供）地域包括ケア課】
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２ 子どもの虐待リスク状況

子どもを取り巻くリスク状況として、新型コロナウイルス感染症下において、虐待件数増加の傾

向が生じています。

令和３年度の虐待件数は１５５件と前年度比４件の増加であり、内訳は、心理的虐待８９件（５７．

４％）、身体的虐待３８件（２４．５％）、ネグレクト２７件（１７．４％）となっています。心理的虐待やネ

グレクトによるものが増加傾向にあり、特に０歳児では、前年比２倍以上の増加が見られました。

コロナ禍において、自由に生活ができない不満や、不安や孤独等のストレスが子どもへ向けられ

た可能性、保育園や幼稚園の閉鎖、学校の時短等により子どもとの接触時間が増加したことに起

因する可能性があります。

表３ 令和２年度の虐待発生状況

【（数値提供）地域包括ケア課】

令和２年度
身体的

虐待

性的

虐待

心理的

虐待

保護の怠慢・

拒否（ネグレ

クト）

計暴力の目撃

等によるもの

０歳 1 0 10 0 1 12

１歳 0 0 7 0 0 7

２歳 4 0 10 0 0 14

３歳 3 0 3 0 2 8

４歳 1 0 7 0 0 8

５歳 2 0 7 0 2 11

６歳 2 0 7 0 2 11

７歳 4 0 7 0 1 12

８歳 1 0 8 0 1 10

９歳 0 0 2 0 0 2

１０歳 3 0 3 0 3 9

１１歳 3 0 3 0 0 6

１２歳 11 0 3 0 3 17

１３歳 4 0 6 0 0 10

１４歳 0 0 3 0 0 3

１５歳 5 0 2 0 0 7

１６歳 2 0 2 0 0 4

１７歳 0 0 0 0 0 0

１８歳 0 0 0 0 0 0

計 46 0 90 0 15 151
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表４ 令和３年度の虐待発生状況

【（数値提供）地域包括ケア課】

３ 学齢期におけるリスク状況

学校における自殺に係る取組では、「教育相談からの取組」と「生徒指導からの取組」がありま

す。「教育相談からの取組」では、相談体制づくりや巡回相談をはじめ、教員向けのガイドブック作

成などを行っています。

また、生徒指導からの取組では、各学期での「学校生活アンケート」や、「いじめ防止基本方針」

に則った学級活動・道徳などで「いじめ」や「ＳＯＳの出し方」などについての周知・啓発などを行っ

ています。

また、市は令和元年度に健康アンケートとして心の健康についての調査を行いました。このアン

令和３年度
身体的

虐待

性的

虐待

心理的

虐待

保護の怠慢・

拒否（ネグレ

クト）

計暴力の目撃

等によるもの

０歳 2 0 17 0 10 29

１歳 1 0 7 0 1 9

２歳 4 0 7 0 2 13

３歳 2 0 5 0 3 10

４歳 1 0 8 0 2 11

５歳 2 0 4 0 2 8

６歳 3 0 2 0 0 5

７歳 3 0 3 0 2 8

８歳 4 0 5 0 0 9

９歳 3 0 4 0 0 7

１０歳 1 0 4 0 2 7

１１歳 4 0 8 0 1 13

１２歳 5 0 3 0 2 10

１３歳 0 0 6 0 0 6

１４歳 1 1 2 0 0 4

１５歳 2 0 4 0 0 6

１６歳 0 0 0 0 0 0

１７歳 0 0 0 0 0 0

１８歳 0 0 0 0 0 0

計 38 1 89 0 27 155



27

ケートには絶望感や自身の無価値感など、希死念慮や自殺企図と関連しやすいことが知られてい

る項目が入っており、中学２年生では、「絶望的だと感じましたか」に対して、４．７％が「いつも絶望

的」、５．３％が「たいてい絶望的」と回答し、絶望感を頻繁に感じている者が１０％に達しています。

さらに「自分は価値のない人間だと感じましたか」に対しては、６．７％が「いつも感じた」、８．２％が

「たいてい感じた」と回答し、無価値感についても１５％に及んでいます。

高校生ではこれらの割合はそれぞれ５．５％と７．４％とに改善しますが、いずれにしても少なくな

い割合での絶望感および無価値感を慢性的に感じている思春期人口の存在が明らかとなってお

り、極めてハイリスクです。

子どもに対して、自己肯定感、自己効力感、将来に対する希望等を涵養できる教育の提供や環

境の醸成が求められる状況にあります。

図９ 令和元年度健康アンケート調査文面

４ 地域におけるリスク状況

地域におけるリスク状況では、民生委員や自治会、地区社協等の見守り活動内容等との関係

性において見守り体制のあり方を検討する必要があります。

地域に暮らす人々の問題やその相談などへの対応は、民生委員児童委員や自治会等が中心と

なって行っていますが、市では平成２９年から地区社会協議会（以下、地区社協という）の設立が

進み、地域活動の中で支援が必要な方への見守り等が行われています。

地区社協とは、誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを目的に「地域住民が自発

的に取り組むために設立した自主的な住民組織」のことです。

住民参加による地域福祉活動を通して、地域のふれあいを高めるとともに、住民一人ひとりの課

題を地域全体の課題と捉え、その解決に向けた取り組みを行っています。

市では、小学校区域ごとにひとつの地区社協の設立を目標としており、地区社協はその地域の
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住民や企業、各種団体によって構成されています。

令和４年１２月現在、９つの小学校区域のうち７区域で地区社協が設立しています。それぞれの

地区社協は、その地域の特性に応じた活動を行い、地域活動の重要な役割を担っています。

自殺リスクの早期発見には地域の見守り体制が不可欠です。現状、自殺に対する地域の見守り

体制の構築は発展の途上にあるため、地域活動の要となっている地区社協の構成員の方々に自

殺リスクの早期発見の視点や日々の地域活動の中でリスクを察知する視点を持っていただくこと

などの知識の獲得やスキルアップが自殺対策予防に効果があると考えます。

５ 生活困窮におけるリスク状況

生活困窮は自殺に至るリスクとして重要な要素となっています。生活保護相談件数や保護開始

件数は増加傾向にあるものの、廃止件数（生活保護からの脱却）もわずかながら増加傾向が見ら

れます。

また、新型コロナウイルス感染症緊急生活支援貸付制度の利用件数も減少（およそ半減）して

おり、生活への影響もやや落ち着きが見られていますが、今後のさらなる感染拡大リスクなどを踏

まえると、未だ楽観視はできない状況です。

表５ 生活困窮に係る現状

【（出典）和光市事務事業評価】

項目 令和 3 年度実績 令和 2 年度実績

生活保護相談件数 209 件 185 件

生活保護開始件数 94 世帯（114 人） 80 世帯（99 人）

生活保護廃止件数 74 世帯（86 人） 70 世帯（83 人）

生活保護世帯数 613 世帯（766 人） 599 世帯（760 人）

新型コロナウイルス感染症緊急

生活支援資金貸付利用件数
244 件 413 件
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第４節 希死念慮を生じる要因の調査

１ 根拠に基づく自殺予防施策

希死念慮とは「死にたい気持ち、死んでしまいたいと思うこと、自殺したい気持ち」を意味し、自

殺の前段階、有リスク状態であることを意味します。既遂してしまった自殺者本人に対する介入は

不可能であるため、自殺予防対策は「自殺未遂者の再発をいかに防ぐか（三次予防）」「希死念

慮を有する者の希死念慮をいかに改善させるか（二次予防）」「そもそも希死念慮が生じないよう

にどうするか（一次予防）」で構成されることになります。

前述のように市の施策には一次予防に関するものが乏しいことが分かったため、今回、医学的

根拠に基づいた施策立案を目指し、希死念慮を生じる要因についての調査を行いました。

２ 希死念慮の原因と生活習慣

希死念慮を生じる原因については複数の既存の医学的研究があります。健康問題（特にうつや

精神疾患）、経済的問題、仕事の問題、家庭の問題等が大きく影響しますが、同程度のストレスや

深刻なライフイベントを受けたとしても、全ての人が希死念慮を抱いたり、自殺に至ったりするわけ

ではありません。

同じようなストレスを受けた時に、それが実際に不調や希死念慮に結びついてしまうのか、それと

も問題を生じずに済むのかを規定する要因には「回復力・抵抗力」（医学的・心理学的な用語で

は「レジリエンス」とも呼ばれる）が存在します。

回復力・抵抗力（レジリエンス）は考え方や思考の癖、生来的な気質や生育状況に左右されるこ

とが知られていますが、睡眠や食事などの生活習慣も影響することが近年示されています。

図１０ 希死念慮に与える要因と抵抗力・回復力の概念

これは自殺予防の上で重要な視点です。経済的問題、仕事の問題、家庭の問題等は、市は支援

をすることはできても、これらをただちに解決することや、問題の発生を予防することは困難です。ま

家庭の要因

仕事の要因

突発的な
事故等

家庭、仕事、学校、突発的なライフイベントなど、
人間には様々なストレスが生じるが、実際に不調
になるかどうかの分かれ目は、その人が持つ「回復
力・抵抗力(レジリエンス)」にある。その中で、睡
眠をはじめとする「生活習慣」は心身のストレスへ
の抵抗力につながる、非常に大きい要因。

問題なし

うつ・希死念慮
メンタル疾患等

「睡眠・食事・運動
等の生活習慣」が
非常に大きな要因
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た、考え方について介入することも多大な人的資源と専門性（心理士による認知行動療法など）

が必要となり、実現が難しい状況です。また、生育歴等の過去のことは介入できませんが、生活習

慣は介入・指導・予防が可能です。さらには、マス（集団）に対して、広く改善の啓発をすることで予

防的アプローチを行うことが可能です。

たとえば、既存の国立研究施設の調査では、野菜類の少ない食事パターンの者は、自殺リスク

が２倍以上に高まることを明らかにしています。その他、海外も含む複数の国の研究で、思春期の

睡眠不足で自殺リスクが約３倍になることが明らかになっています。このように、生活習慣は希死

念慮や自殺に強く影響します。

そのため、市は自殺予防対策に関する調査の協定を締結した東京医科大学の協力のもと、「生

活習慣の改善は自殺予防対策となりうるか」という実効性の検討のための調査を令和４年度に行

いました。

３ 調査の結果

結果概要は以下のとおりです。（調査や統計解析の手法については巻末●に記載）

調査時点の過去２週間において、自傷や自殺に関する意図をわずかであっても有する者は、全

体の１３．３％存在しました。

調査の結果、主に以下の要因が希死念慮や自殺につながることが明らかになりました。

・野菜の摂取量不足 ・タンパク質の摂取頻度が低い ・食事時間の乱れ ・自炊ができていない

・水分不足 に注意！

○食習慣はうつ症状や希死念慮、そしてそれらの改善/悪化に対して影響していました。具体的に

は、野菜類の摂取量とタンパク質の摂取頻度、各食事を規則正しく摂ること、外食を少なくし自炊

の機会を確保すること、そして水を適切に飲むこと（ただし飲み過ぎにも注意）が、将来のうつや希

死念慮を予防できる可能性が高いことも明らかになりました。

食事はきちんと摂れていますか？
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嗜好品にも注意を！
○喫煙は、短いスパンであってもうつや希死念慮に影響を与えていました。

○寝酒をしていると、うつや希死念慮が悪化していました。

○「鉄欠乏状態」がうつの原因となりうることが明らかとなりました。

○介護に費やしている時間の長さが希死念慮の原因となることがわかりました。

○テレビの視聴時間の長さが希死念慮の悪化と関連することがわかりました。

○全体では７時間程度の睡眠時間*が希死念慮を最小化し、入眠困難、主観的な睡眠の質の悪

さ、睡眠に関するなんらかの問題の存在はうつや希死念慮を悪化させることがわかりました。

*必要睡眠時間には年齢差、個人差があるためあくまで目安です。

鉄分足りてますか？

介護疲れになる前に…

テレビもほどほどに

よく眠れていますか？
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○睡眠中に明るい照明の下で寝ていると、うつや希死念慮が悪化していました。

○「鼻が詰まって眠れない」「痒くて眠れない」「痛みがあって眠れない」というだけでも希死念慮

が悪化していました。

４ 調査結果の利用

今回の調査により「それを改善させることで希死念慮を改善あるいは予防することが期待でき

る生活習慣項目」が明らかになりました。

具体的には、食事時間を規則正しくする、野菜類をしっかりと毎日摂取する、鉄不足があればそ

れを補う、適切な睡眠時間をとる、睡眠を妨害する要因があればそれを除去して睡眠の質を確保

する、などで将来の希死念慮を減らすことができる可能性が示されました。

今後、これらの項目に対してより具体的な指導内容の精査や、指導方法を検討することが必要

ですが、この結果を利用することにより、「メンタルヘルス不調、ひいては自殺を防ぐための生活習

慣指導のマニュアル」の開発を行うことができます。

また、これらの健康的な生活習慣に関する啓発のためのドキュメントを作成し普及させていくこと

で、市全体の希死念慮を低減させる効果が期待できます。

これにより、自殺に対する一次予防、二次予防、三次予防の全ての局面で効果を発揮できる施

策のツール（道具）を得ることができると考えます。


